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■ 流域治水の推進

気候変動による水災害の激甚化・頻発化
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短時間強雨の発生の増加や台風の大型化等により、近年は浸水被害が頻発しており、今後さらに気候変動による水災害

の激甚化・頻発化が予想されることから「流域治水」への転換が必要。

日野川流域でも、令和3年7月に志津川、令和4年8月に鹿蒜川で堤防が決壊するなど、大雨による甚大な被害が発生。気

候変動による水害リスクに備えるためには、日野川流域で特定都市河川指定の活用を行い、「流域治水」をさらに進め

ていく必要がある。

洪水発生
頻度

流量降雨量気候変動シナリオ

約2倍約1.2倍約1.1倍2℃上昇時

約4倍約1.4倍約1.3倍4℃上昇時

■ 気候変動による降雨量等の増大

■ 日野川における近年の主な被害
（２ページを参照）

総雨量500mmを超過

令和6年7月25日からの大雨

子吉川水系石沢川

石川県輪島市

令和6年9月21日からの大雨

石川県輪島市

これまでの2倍近い
24時間雨量、1時間
雨量を記録

■ 令和６年の主要な水災害



特定都市河川浸水被害対策法改正の概要
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特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川

流域における浸水被害対策の新たなスキームとして平成15年に制定。

近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の

実効性を高める法的枠組みとして、令和3年に改正された。

対象：市街化率が約５割以上の都市部を流れる河川等。
・流域水害対策計画の策定 ・河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備
・保全調整池の指定 ・雨水浸透阻害行為の許可等

■ 特定都市河川浸水被害対策法の全体像

平成15年制定時の主な制度

対象：「市街化の進展」に加え、「接続する河川
の状況」「自然的条件の特性」の要件を追加
し全国に拡大。

・民間等による雨水貯留浸透施設の整備
・貯留機能保全区域の指定
・浸水被害防止区域の指定

改正で追加された主な制度

■ 特定都市河川指定から
対策実施までの流れ
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※指定に伴い必要となる事務
・雨水浸透阻害行為の許可
（審査事務:県･福井市、受付事務:各市町）
・基準降雨の公示（県）



特定都市河川の指定によってできること
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計画に基づくハード対策の加速化

雨水流出の抑制

流域水害対策計画に位置付けたハード対策に予算を

重点措置

下水道管理者等による貯留施設の整備やソフト対策

等の充実、雨水貯留浸透施設の整備の交付対象要件

の緩和

流域における貯留機能の保全

水害リスクを減らすまちづくり、住まい方の工夫

自治体や民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備

への補助率嵩上げや認定制度（補助、税減免）によ

る支援

一定規模以上の雨水浸透阻害行為（開発等）に対す

る対策の義務付け

洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地等

を「貯留機能保全区域」に指定し開発時の届出を義

務付け（所有者には税減免により負担軽減）

浸水が発生した場合に生命や身体に著しい危害が生

ずるおそれがある区域を「浸水被害防止区域」に指

定し、住宅や要配慮者施設等の安全対策の確認（許

可制度）や、移転等を支援

■ 特定都市河川におけるハード対策（河川）の例

■ 浸水被害防止区域のイメージ

移転、嵩上げ等への支援制度



日野川における近年の主な被害、及び特定都市河川指定の候補区間
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被害状況（R4.8）

106戸床上浸水

33戸床下浸水

R4.8 出水

南越前町南今庄地先

鹿蒜川

令和4年8月破堤

凡例
九頭竜川流域界
日野川流域界

※特定都市河川の指定に当たっては、区間の下流端は浸水被害の防
止の観点から適切に区間を定めること、上流端は流域水害対策計画
の計画期間中に整備（維持管理を含む）を見込む区間までを連続し
て全て指定することが基本とされている。また、指定できる区間は
河川法第３条１項に規定する河川（一級河川及び二級河川）の区間
に限られており、準用河川の区間は特定都市河川に指定できない。
また、複数の河川を１つの特定都市河川として指定する場合、これ
らの河川は一体のものとして連続していなければならない。

床下浸水床上浸水浸水年度

527戸336戸H16年7月

－－H18年7月

－－H29年10月

被害状況（H16.7）

約3,300戸床上浸水

約10,300戸床下浸水

被害状況（R3.7）

9戸床上浸水

25戸床下浸水

床下浸水床上浸水浸水年度

868戸242戸H16年7月

156戸3戸H18年7月

令和3年7月破堤

R3.7 出水福井市大森町地先

志津川

H18.7 出水

福井市江端町地先

江端川

床下浸水床上浸水浸水年度

389戸100戸H16年7月

底喰川

浸水年度

H18年7月

H23年10月

沖田川

浸水年度

R6年6月

平成16年7月破堤

H16.7 福井豪雨

福井市春日地先

H16.7 福井豪雨

福井市春日地先

足羽川

吉野瀬川

鞍谷川

H16.7 出水

鯖江市落井町地先

 日野川流域では、福井市街地を流れる下流部から、鯖江・越前市街地を貫流する中流部、令和4年8月に決壊した上流部の鹿蒜川や令和3年7月に決壊した志津
川等の支川を含め、流域全体で大雨による甚大な被害が発生していることから、日野川本川（国管理区間・県管理区間）及び日野川の支川（県管理区間）※に
ついて、特定都市河川の指定に向けた調整を行う。

 流域治水に係る施策を講じる区域である特定都市河川流域は、指定区間の最下流端に係る集水域（降った雨が集まる範囲）、下水道の排水区域（他流域から
流入する場合は算入。他流域に排水する場合は除外）、流域外の氾濫想定区域（当該範囲の雨水浸透阻害行為は許可の対象外）が対象となることから、日野
川流域全体が特定都市河川流域の対象となる。



日野川特定都市河川の指定に向けたスケジュール（案）
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令和８年度令和７年度令和６年度年度

取組内容
特定都市河川の
指定に向けた検討

特
定
都
市
河
川
指
定

流域水害対策
計画の検討

令和８年度中の特定都市河川指定に向けて、令和７年度に特定都市河川の指定に向けた検討を行う。

特定都市河川指定後は、流域水害対策協議会を設置し、流域水害対策計画の策定に向けた検討を行う。

■ 日野川における特定都市河川指定に向けたスケジュール（案）


